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 平成１８年度国土交通省所管事業の執行については、既に平成１８年３月３１日

付け国会公第２３１号により種々御配慮をお願いしているところであるが、平成  

１８年発生に係る台風、豪雨等による河川等の被害の早期復旧及び再度災害防止等、

緊急震災、公共交通の安全確保のため緊急に対応すべき事業並びに公共事業の平準

化を図るための一般公共事業に係る国庫債務負担行為の追加等を内容とする補正予

算が２月６日に成立したので、これによる追加事業を含めた今後の所管事業の執行

に当たっては、前記通達によるほか、下記の事項に十分留意の上、引き続き適正な

事業の実施を図られたく、命により通達する。 

（官庁営繕部、施設等機関、特別の機関、地方支分部局、気象庁、海上保安庁、高等海難審判庁） 

 なお、これに伴い、事業の実施に当たる職員の健康管理についても十分留意され

たい。 

 

記 

 

１．平成１８年度補正予算による追加事業については、被災地の速やかな復旧

及び今後の災害防止等を図るため、早期実施に努めること。 

 

２．入札・契約手続を早期かつ適正に行うため、可能な限り一般競争入札方式等の

手続に要する期間の短縮に努めるとともに、工事の種類、現場条件等を考慮した

概算数量発注の積極的活用等により、引き続き事務の改善及び効率化に努めるこ

と。 

 

３．平成１８年８月８日に閣議決定された「平成１８年度中小企業者に関する国等

の契約の方針」の趣旨を踏まえ、引き続き中小建設業者等の受注機会の確保に努

めること。 
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 標記について、別添のとおり地方支分部局、関係独立行政法人等に通達したとこ

ろですので、参考までに送付します。 

（都道府県） 

 なお、貴管内関係市町村等に対しても、周知方お願いします。 

 


